
☆★ 福島原発事故を“一から見直す”と… ☆★

「保安規定」に従った非常用復水器ＩＣの
継続作動で、事故全体が防げた！？

＜東電と国の責任を改めて問う！＞

仙台原子力問題研究グループ 石川徳春
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★地震後も機能維持⇒それを“台無し”にしたのは‥

これがすべての元凶？

なのにどうして大事故に？

◆東電パンフ「福島第一原子力発電所事故の経過と教訓」（２０１３．３）



★1号機から始まった事故の拡大・連鎖★

◆東電パンフ「福島第一原子力発電所事故の経過と教訓」（２０１３．３）

１号機で冷却が成功していたら、他号機への悪影響もなかったはず！

実際には運転員・現地本部とも認識薄弱

東電の唯一まともな総括



☆福島原発事故は防げた！（津波が襲来しても！）

＜☆１号機の事故経緯＞
１．地震後にＩＣが自動起動し「冷やす」を開始。

２．運転員がＩＣを手動停止し「冷やす」を停止（その後手動で間欠操作）。

３．津波でＩＣ「冷やす」が全喪失。それに誰も気づかず対応遅れ。

４．以上の結果、津波後わずか２～３時間後に炉心露出・熔融開始。

＜★地震後も機能維持⇒それを“台無し”にしたのは‥＞
原因０ 「ＩＣ方式」から「ＳＲＶ＋ＨＰＣＩ方式」への転換・長期継続！

原因１ 前年のＩＣ作動圧変更（「ＩＣ方式」へ回帰）と「保安教育欠如」！

原因２ 保安規定「７７条３項」の遵守義務違反と「保安教育欠如」！

（原因３．地震手順書の徹底隠ぺいと「保安教育欠如」！）

原因４ 東電の上記「保安教育欠如」等を見逃した国（規制法令）の不備！



原因０ 「ＩＣ方式」から「ＳＲＶ＋ＨＰＣＩ方式」への転換・長期継続！
Ｓ４３設置変更でＨＰＣＩ新設⇒「ＳＲＶ＋ＨＰＣＩ方式」に転換。

１・２号機での中央制御室共用・当直長兼任のツケ＝国も容認。
その結果、ＩＣを忘却（過去の遺物）＝ＳＲＶ手順にのみ“習熟”。

ＩＣの機能検査なし（実作動は１回）＝国も容認。
ＩＣの教育・訓練もなし（シミュレーターは４号機モデル）＝国も容認。

その結果、ＩＣに“習熟”せず、制御範囲超過の操作（敦賀１との違い）。

原因１ 前年のＩＣ作動圧変更（「ＩＣ方式」へ回帰）と「保安教育欠如」！
本社レベルでの安易な変更、運転員に「保安教育（周知・訓練）」せず。

運転員にはＩＣの作動可能性や特性（強力な冷却能）の認識なし。
その結果、地震後のＩＣ自動起動・急速減圧（ＳＲＶと異なる挙動）に

驚き、反射的にＩＣを手動停止（⇒後付けで「温度降下率遵守」）。
「ブタの鼻」からの蒸気噴出確認の遅れ・無認識＋不要なＳＰ冷却も。

＜＊ＩＣの作動可能性増大＝「設計変更」同様の大きな方針転換！ だからこ
そ、東電本社も現場運転員も‘全社的’に「ＩＣの再認識・再教育」が必要だった
はず。ところがそのような重大性の認識なしに本社が前年にＩＣ作動圧（保安
規定）を変更し、しかも必要な「保安教育」を実施せず＝国も容認。それがバレ
ないよう、東電は前年の変更について各種報告書で一切言及せず。＞



原因２ 保安規定「７７条３項」の遵守義務違反と「保安教育欠如」！
ＩＣ手動停止が不適切だったことを隠ぺいし、それを正当化するため、

運転員・東電本社とも 「温度降下率遵守」との虚偽説明を捻出。
３度の手動操作時に「温度降下率」は遵守されず（誰も検証せず！）。

ところが保安規定７７条３項で「温度降下率遵守」はそもそも適用外！
同条項を当直長が認識していなかったのは「保安教育欠如」の証拠。
同条項に反するＩＣの手動停止操作自体が「保安規定違反」。
それらを隠ぺいするため、東電は同条項に一切言及せず。

規制委「検討会」が昨年初めて指摘するも、追及曖昧のまま打ち切り。

＜＊異常時は「冷やす」が最優先で、通常運転時（財産保護目的）の「運転上
の制限」は“当然”適用外。同条項の『事故対応の基本理念（安全確保最優
先）』を東電自身や運転員が無理解・無認識。規制委「検討会」も同じ。＞

（原因３．地震手順書の徹底隠ぺいと「保安教育欠如」！）
前年までに「地震手順書」を各号機毎に新規作成・施行済み。
１号機手順書の誤記は、作成後一度も「保安教育」されなかった証拠。
「冷やす」が最優先と注意喚起する同手順書を東電は徹底して隠ぺい

＝国も同手順書の存在について指摘・言及せず。



原因４ 東電の上記「保安教育欠如」等を見逃した国（規制法令）の不備！
2024.7.22第47回検討会で、国（規制委）が初めて前年のＩＣ作動圧変

更と保安規定７７条３項に言及し（なぜ14年以上も気付かず？）、東
電に説明を求める。ところが東電は意味不明な説明（第48回）。にも
かかわらず、規制委はそれ以上は追及せず。

これは、東電の事故前の数々の「保安教育欠如」や保安規定同条項
違反（設置許可取り消し・運転停止）がなければ、ＩＣの継続作動で事
故が軽減・早期収束可能【結果回避可能】だった事実が明らかにな
ると、＜未だ続いている各地の裁判で＞東電の重過失責任が追及
され、同時に国の監督規制行政の過失・責任も問われるため、双方
の利害が一致し、「2025中間とりまとめ」でも中途半端（うやむや状
態）で議論打ち切り（教訓化を放棄）。

＜＊保安規定等の重要変更を直ちに「保安教育」させる具体的規定や国の検
査体制もなかったため、東電は「保安教育」を安易に先送り・不実施。事故前
に適切に「保安教育」がなされていれば、事故は回避できた可能性大（結果回
避可能）。また、現時点においても、国に「保安教育」を早期実施させる規定な
し（事故の教訓化・再発防止策未了）。＞



★本学習会の主な内容＜真実は細部に宿る！＞

◎福島原発事故を考えるための基礎知識＋略語（ＢＷＲ原発の仕組み等）

★地震後も機能維持⇒それを“台無し”にしたのは‥
「ＩＣ方式」から「ＳＲＶ＋ＨＰＣＩ方式」への転換・長期継続！

 地震直後“設定通り”に自動起動したのは‥
「前年の変更どおり」に自動起動したＩＣを運転員はなぜ手動停止？

‘「温度降下率」遵守のため’との東電の虚偽説明
前年のＩＣ作動圧変更（ＩＣの特性）を認識せず

「温度降下率」は「冷やす」を中断させるほど重要？
（省略・末尾添付 地震手順書の徹底隠ぺいと「保安教育欠如」！）
☆地震・スクラム直後（津波襲来前）、「温度降下率」は遵守不要！
★東電の「保安教育欠如」等を見逃した国（規制法令）の不備！

☆地震直後・津波襲来前、「保安規定」を遵守しＩＣを継続作動していれば‥
【推測】津波前にかなり冷却されたはず！
【検証】早期の炉心露出・損傷＝“福島原発事故そのもの”を防げた！

（★福島原発事故を反省しない東電と国に柏崎刈羽原発再稼働の資格なし）



【主な英略語・日本語名称（＝本学習会での使用略語）】

ＡＯＰ：「事故時運転操作手順書（事象ベース）」＝事象手順書
ＥＯＰ：「事故時運転操作手順書（徴候ベース）」＝徴候（ベース）手順書

ＳＯＰ：「事故時運転操作手順書（シビアアクシデント）」

Ｄ／Ｗ（ＤＷ）：ドライウェル（格納容器の空間部）
ＥＣＣＳ ：非常用炉心冷却系（冷却材喪失事故ＬＯＣＡに対応する設備？）
ＨＰＣＩ ：高圧注水系（ＲＣＩＣの約１０倍流量：１号機では追加設置）
ＩＣ ：非常用復水器（１号機）
ＭＳＩＶ ：主蒸気隔離弁（原子炉から主復水器への主蒸気を遮断＝原子炉隔離）
ＲＣＩＣ ：原子炉隔離時冷却系（２～５号機：ＨＰＣＩの約１／１０流量）
ＲＨＲ ：残留熱除去系（２～５号機：ＳＨＣ機能）
Ｓ／Ｐ（ＳＰ）：圧力抑制プール（格納容器の貯水部分） ＊ＳＣ：圧力抑制室
ＳＨＣ ：原子炉停止時冷却系（１号機）
ＳＲＶ ：逃がし安全弁（主蒸気をＳＰへ排出）

１号機：ＩＣ、ＳＨＣ ２～５号機：ＲＣＩＣ、ＲＨＲ

◎福島原発事故を考えるための基礎知識＋略語
（ＢＷＲ原発の仕組み、１号機と２～５号機等の違い）



◆東電「新潟県課題別 第２回・資料２」（２０１４．１．１４）

◆東電最終報告書 添付４－２（１／９）頁（２０１２．６．２０）

１号機：ＩＣ、ＳＨＣ ２・３号機：ＲＣＩＣ、ＲＨＲ

ＢＷＲでは、低温水の「注水」だけでなく、
減圧（高温蒸気放出）も「冷やす」機能



◆東電パンフ（図は第二２号機）

ＭＳＩＶ閉により主復水器
による冷却不能

ＳＲＶによる減
圧（冷却）：ＳＰ
へ熱と蒸気放
出＝炉水減少

ＲＣＩＣにより炉
水補給・水位
維持（ＳＰへの
蒸気放出で駆
動：電源不要）

最終ヒートシン
ク（海）への排
熱が不可欠

海へ

２～５号機 「ＳＲＶ＋ＲＣＩＣ方式」による原子炉冷却・減圧



◆東電最終報告添付資料：添付８－６（１）（１／４））頁（２０１２．６．２０）

１号機特有のＩＣ（非常用復水器）の優れた能力
＝自然流下（電源不要）＋最終ヒートシンクへ直接除熱！

熱はＳ／Ｐに移動せず！

崩壊熱は大気
（最終ヒートシ
ンク）へ放出
＊本当はＡ系側の
壁面から大気放出
（東電も規制委も訂
正せず！）

４弁（実際は第３弁）
が「開」なら作動

接続方法無断変更＜東電
最終添付資料８－６（２）＞

ＰＬＲのＢ系配管に破断が
生じれば、ＩＣのＡ系及びＢ
系ともにその機能を喪失す
ることになる。＜国会事故
調最終資料52頁脚注＞

重力で自然落下
（電源不要）



ＩＣとＳＲＶの作動条件変更 １

Ｈ１６．６．２５施行

＜ＨＰＣＩ設置以降（S43）＞炉圧が7.27MPa
に達すれば、ＳＲＶが直ちに作動（ＩＣは15
秒継続なら起動）⇒ＳＲＶ＋ＨＰＣＩ方式へ

申請初期は、ＳＲＶ作動圧よりＩＣ作動圧が低い。
⇒圧力上昇時にはＩＣが作動（ＩＣ方式）

Ｓ４３申請添付書類１０ 10-1-(18)頁

Ｓ４１申請添付書類１０ 10-1-(19)頁



◆2024.11.14第４８回検討会
資料３－２（東電）：２頁

ＢＷＲ４（２号機以降）では
「ＳＲＶ＋ＲＣＩＣ方式」！

ＢＷＲ３（１号機）では「ＩＣ方式」

Ｓ４３変更で「ＳＲＶ＋ＨＰＣＩ方式」に転換？

Ｓ４３変更で「ＳＲＶ＋
ＨＰＣＩ方式」に転換？

◆H14.4完本 原子炉設置変更許可申請書

ＨＰＣＩ設置



「ＩＣ」方式から「ＳＲＶ＋ＨＰＣＩ」方式への移行理由
（中央制御室共用・操作手順の統一性）

２号機 ＳＲＶ＋ＲＣＩＣ方式 １号機 ＩＣ方式

◆政府事故調・中間資料１０５、１０６頁

混乱発生の元凶

ＳＲＶ＋ＨＰＣＩ方式へ

Ｓ４５には移行？

通常運転時には十分でも、重大事故対応は？



令和６年７月２２日～

第47回検討会資料２－１

本当に期待できる？

第４７回検討会から「ＩＣ運転操作」の検討開始
＜でも、規制委は表層的解釈・追及に終始（自己満足＋東電擁護）
＋東電は規制委の誤解を放置・便乗（真相隠ぺい＋自己保身）＞

実は改良型のため？
（第48回東電資料3-2）



１号機 ＡＯＰ（事象手順書）

「ＳＲＶ＋ＨＰＣI方式」
による水位維持

２号機 ＡＯＰ（事象手順書）

「ＳＲＶ＋ＲＣIＣ方式」
による水位維持

再掲

事故前の手順
書でも「ＳＲＶ
＋ＨＰＣＩ方式」

規制委は気付かず！

正解は?



第47回検討会資料２－１

前年に、「SRV+HPCI方式」から再び「ＩＣ方式」へ回帰！

規制委が初めて大々的に指摘

１号機 減圧・冷却方式の変遷 ２ ＜事故の原因１＞



地震直後：各種安全装置が“設定通り”に自動起動
⇒「止める」「冷やす」が順調に推移！（ＩＣ起動も設定通り）

「止める」
は成功

「冷やす」
は不能

「冷やす」が可能に
⇒継続すれば十分

電源確保 電源喪失

◆東電・中間本編４５頁

前年にＩＣの起動設定値がＳＲＶより低く変更
されたため、いわば“設定通り・想定通り”に
自動起動したもの



Ｈ２１．５．２５施行（同値）

Ｈ２２．７．１施行

再びＳＲＶ作動圧よりＩＣ作動圧が低い。
⇒圧力上昇時にはＩＣが先に作動

（再び「ＩＣ方式」へ回帰）
Ｈ１６．６．２５施行

Ｈ１６．６．２５施行

ＩＣとＳＲＶの作動条件の変遷 ２

＜ＨＰＣＩ設置以降（S43）＞
ＳＲＶ＋ＨＰＣＩ方式へ



◆１号機：ＳＲＶ最低値 ７．２７ＭＰａ

◆２号機：ＳＲＶ最低値 ７．４４ＭＰａ

◆３号機：ＳＲＶ最低値 ７．４４ＭＰａ

地震・スクラム直後の各号機の原子炉圧力変化

スクラム ＭＳＩＶ閉による炉圧上昇

ＭＳＩＶ閉による炉圧上昇

ＭＳＩＶ閉による炉圧上昇

ＳＲＶに先立ってＩＣ自動作動

ＳＲＶ自動作動

ＳＲＶ自動作動



「止める」
は成功

「冷やす」
は不能

「冷やす」が可能に
⇒継続すれば十分

電源確保 電源喪失

地震直後：「止める」「冷やす」が順調に推移！
ところが運転員がＩＣ手動停止＝「冷やす」を後回し！

運転員が
手動停止！

弁明理由

津波襲来前に「冷やす」を故意に中断！

このままで
「冷温停止」
可能



手動停止の
弁明理由
：手順書

手動停止の
弁明理由
：手順書

「冷やす」が可
能に⇒継続す
れば十分

◆東電「最終報告書」本文１４３頁

◆東電・中間本編２２－２３頁

温度降下率
の規定目的

東電の弁明（手順書遵守）

「止める」
は成功

電源確保



◆「原子力施設運転管理年報」7.1保安規定、7.7手順書でのＩＣ設定変更

ＩＣ作動圧変更の「保安教育（周知・訓練）」なし

東電曰く「運転員に周知」と虚偽説明。でも、実際には「ＩＣの保安教育」を実施せず・先送
りして（事象手順書では「ＳＲＶ＋ＨＰＣＩ方式」のまま）、第２６回定検を終了させた！！

そのため、運転員は“予期せぬ”ＩＣの作動＝炉圧低下に驚き、手動停止。



◆東電・中間本編４５頁

ＩＣ作動時には不要！

運転操作付記：規制委（や政府事故調）が見逃した
中央操作室共用・当直長１名の弊害（Ｓ／Ｐ冷却）

前年の変更により

前年変更を無認識
⇒「保安教育」の欠如



実際にＳＲＶ＋
ＲＣＩＣ作動で温
度が上昇（予
測）。妥当！

◆政府事故調「中間報告書」本文編 上：８２頁、下：８１頁

◆東電「最終報告書 別紙２」３頁

東電はＨＰＣＩと
ＳＲＶ

政府事故調
はＳＲＶ

ＳＲＶ作動で炉水減少



規制委第47回検討会資料２－１ 27頁

政府事故調の東電擁護と、保安規定「温度降下率」の目的 １
（非延性破壊防止と熱疲労低減）

温度降下率の規定目的

規制委も政府事故調も“一応”確認

◆政府事故調・最終資料５３頁



保安規定「第３７条：温度降下率」の規定目的 ２
（安全性＝脆性（ぜいせい）破壊防止と、財産保護＝熱疲労防止）

「脆性（ぜいせい）破壊」とは、ガラス、チョーク、陶磁器などの脆（もろ）い材料に見られる
「比較的小さな力で、パリッと瞬間的に割れる」ような破壊形態である［田中三彦「原発はなぜ
危険か」（岩波新書､1990）：88頁]。一方、原子炉圧力容器に使用される「鋼材は、ある温度以

上でなら延性材料として振舞い、脆性的に破壊することはないが、温度が低下するにつれて
徐々に延性が失われ、破壊条件さえととのえば、ついにはガラスのように脆性的に一挙に破
壊するようになる」ことが知られており[同：88～91頁]、こと原発においては、「ねばりのある強
靭な鋼でできた原子炉圧力容器が時とともに“もろく”なっていく照射脆化という現象」[同：88
頁]が起こり、すなわち、圧力容器内で生じる核分裂反応に伴って放出される中性子に圧力容
器が照射され続けることで年数が経てば経つほど中性子照射脆化が進行し[同：86頁]、特に１
号機のように高経年化した原発では脆性破壊の危険性が一般に高まるのである。

また、原子炉水の急激な加温・冷却により圧力容器の厚い鋼材内外に生じる温度差は、脆
性破壊のきっかけにもなる力学的な熱衝撃や、「熱衝撃とまではいかなくとも、そうしたことが
何度も繰り返されれば最終的に鋼を損傷する要素になる」熱疲労をもたらすことから、それらを
抑制するため、「起動時にかぎらず、通常運転時の冷却材の温度変化の割合は、一時間当た
り５５度Ｃ（５５Ｃ／Ｈｒ）以下に制限されている」のである[同：109頁]。

福島原発事故のような緊急事態においては「ＥＣＣＳ系が自動的に作動し、冷たい水が一挙
に炉内に流入することになっている。その場合炉は『急冷』され、容器は熱衝撃を受ける」こと
が当然予想されるが、その際には緊急事態への対応が最優先であり、温度降下率規定が
あったとしても「のんびりとそのような制限値にとらわれているわけにはいかない」こと[同：109
頁]、すなわち急冷による熱疲労の蓄積を恐れてその時点で必要とされる冷却などの事故対
応操作をためらってはいけないことは明らかである。【「手順書パンフ」より】



別紙１－２　　◎温度降下率計算（１５：１６～１５：３６）
[16]の

原子炉圧力
（Ｗ／Ｒ）Ｂ

Tetens式変形　ｔ=237.3*(LOG10(P*10000/6.11)/(7.5-LOG10(P*10000/6.11)))

時刻 経過時間
原子炉圧力Ｐ
（ＭＰａ abs）

原子炉水温 ｔ
（℃）

温度降下
⊿ｔ

（全体）

温度降下率１
（全体）

（℃／ｈ）

温度降下
⊿ｔ

（１分毎）

温度降下率３
（１分毎）
（℃／ｈ）

15:16 0 7.03665 280.27 開始

15:17 1 6.71445 277.22 3.0 182.75 3.0 182.75

15:18 2 6.22935 272.42 7.8 235.35 4.8 287.95

15:19 3 6.07185 270.81 9.5 189.27 1.6 97.11

15:20 4 6.28470 272.99 -2.2

15:21 5 6.49260 275.06 -2.1

15:22 6 6.67620 276.85 -1.8

15:23 7 6.83640 278.39 開始 -1.5

15:24 8 6.40215 274.16 4.2 253.43 4.2 253.43

15:25 9 6.13485 271.46 6.9 207.96 2.7 162.48

15:26 10 6.06960 270.78 7.6 152.13 0.7 40.47

15:27 11 6.29775 273.12 -2.3

15:28 12 6.49395 275.07 -2.0

15:29 13 6.66270 276.72 -1.6

15:30 14 6.81030 278.14 -1.4

15:31 15 6.94935 279.45 開始 -1.3

15:32 16 6.47865 274.92 4.5 271.81 4.5 271.81

15:33 17 6.21765 272.30 7.1 214.48 2.6 157.15

15:34 18 6.02910 270.36 9.1 181.87 1.9 116.64

15:35 19 6.20550 272.18 -1.8

15:36 20 6.41025 274.24 -2.1

＊温度降下率１（全体）は、各開始時刻からの全経過時間で温度降下（全体）を割った平均値である。

＊温度降下率３（１分毎）は、各開始時刻からの１分毎の温度降下を求めたものであり、ある意味”瞬間的”な温度変化の様子を示す。

“温度降下率遵守”の実態 ２ （手動操作時）

圧力変動範囲 ７．０４～６．０７ＭＰａ

圧力変動範囲 ６．８４～６．０７ＭＰａ

圧力変動範囲 ６．９５～６．０３ＭＰａ

手動圧力調整範囲
７．０６～６．２７ＭＰａ

遵守せず！

遵守せず！

遵守せず！



ただし、後述のとおり、そもそもこの規定自体が適用外！

保安規定「第３７条：温度降下率」の実態

◆福島第一 保安規定（2011.3）

規制委・政府事故調は「１時間」規定に気付かず？



敦賀１作動時

①Ｈ１５．１２．１９ ②H1６．６．８

分：読み
＜作動直近基準＞

圧力：読み
（ｋｇ／ｃｍ２ｇ）

圧力
（ＭＰａ）

温度 Ｔ
（℃）

温度降下率
（℃／ｈに換算）

分：読み
＜作動直近基準＞

圧力：読み
（ｋｇ／ｃｍ２ｇ）

圧力
（ＭＰａ）

温度 Ｔ
（℃）

温度降下率
（℃／ｈに換算）

0 70 6.860 278.6 0 72 7.056 280.4 

0.3 70.2 6.880 278.8 -37.1 0.4 72.5 7.105 280.9 -68.0 

2.75 65.3 6.399 274.1 114.1 4.5 65 6.370 273.8 103.3 

5.8 69.6 6.821 278.2 -80.7 7.75 69 6.762 277.7 -70.8 

8.4 65.2 6.390 274.0 96.9 10.2 65 6.370 273.8 93.9 

12.8 70.1 6.870 278.7 -63.6 15.9 70.2 6.880 278.8 -52.1 

15.5 65.4 6.409 274.2 99.3 18.9 65.4 6.409 274.2 91.3 

20.5 70 6.860 278.6 -52.5 24.5 69.4 6.801 278.1 -40.9 

欠落 24 64 6.272 272.9 98.7 28.5 64.4 6.311 273.3 72.0 

36.2 70.4 6.899 279.0 -30.1 36.2 70 6.860 278.6 -41.8 

40 65.2 6.390 274.0 78.1 40.9 64.3 6.301 273.2 69.7 

＜参考＞敦賀１ ＩＣの手動操作時の温度降下率

◆日本原電「敦賀１ 作動実績」（２０１１．１１．１８） より算出

手動圧力変動範囲
６．８８～６．４０ＭＰａ
６．８２～６．３９ＭＰａ
６．８７～６．４１ＭＰａ
６．９０～６．３９ＭＰａ

７．１１～６．３７ＭＰａ
６．７６～６．３７ＭＰａ
６．８８～６．４１ＭＰａ
６．８０～６．３１ＭＰａ
６．８６～６．３０ＭＰａ

手動圧力調整範囲
６．８６～６．３７ＭＰａ

自動作動圧力
７．２３ＭＰａ

（ＳＲＶは７．３７）

遵守不能！遵守不能！



付） １号機で「ＩＣ作動実績あり」が判明！（2015.1.8）
でも、これまでなぜ公表しなかった？

◆東電「新潟県 課題別２・資料１：論点の整理」（２０１５．１．８）１６頁

東電はなぜこの「重大な事実」を公表して
こなかったのか？（その後も言及せず）

原子炉圧力高、ＳＲＶの開閉圧、
ＩＣの作動圧の関係は要検討！
（なぜＩＣはＳＲＶ閉後に起動？）

◆委員からの疑問点等

◆東電の説明



◆福島第一 保安規定（2011.3）

ＩＣの手動停止理由＝“温度降下率遵守”は適用外！

他のBWR原発でも
同様の規定



「止める」
は成功

「冷やす」
は不能

「冷やす」が可能に
⇒継続すれば十分

電源確保 電源喪失

地震直後：「止める」「冷やす」が順調に推移！
ところが運転員がＩＣ手動停止＝「冷やす」を後回し！

運転員が
手動停止！

弁明理由

津波襲来前に「冷やす」を故意に中断！

このままで
「冷温停止」
可能

「保安規定」７７条３項
に反する過失行為

再掲



◆政府事故調・中間本文４２６頁

◆原子炉等規制法（事故前）の「保安規定」（第３７条第４・５項）等

東電に遵守義務＋国に検査義務実用炉規則



◆炉規法・実用炉規則（事故前）の「手順書」の位置付け

保安規定の遵守義務違反時は
設置許可取り消し・運転停止

保安のための必要な措置であ
る作業手順書等にも遵守義務

◆第２７回原子力委員
会資料２－４

実用炉規則



福島第一原発「保安規定」

当直長・当直副長

保安規定７７条３項を含むはず

「保安教育」の実態

重要変更でも速やかに
「保安教育」しなくて済む
規定・先送り可能



ＩＣ作動圧変更の「保安教育（周知・訓練）」なし
＋保安規定77条３項の「保安教育」すらなし

◆「原子力施設運転管理年報」

再掲

保安規定７７条３項の「保安教育」可能

7.1保安規定、7.7手順書でのＩＣ設定変更

東電曰く「運転員に周知」と虚偽説明。でも、実際には「ＩＣの保安教育」を実施せず・先送
りして（事象手順書では「ＳＲＶ＋ＨＰＣＩ方式」のまま）、第２６回定検を終了させた！！

そのため、運転員は“予期せぬ”ＩＣの作動＝炉圧低下に驚き、手動停止。
さらに、「保安規定７７条３項」についても「保安教育」せず（第２５，２６回定検）。



2025.9.17規制委会議 資料３ 別紙１ （パブコメ：「意見」と「規制委の考え方」）

意見２－３（抜粋） 規制委の考え方

国は「保安教育・規制検査」（ソフト面での
安全確保）の改正・教訓化の意思なし

不備を認めれば、福島原発事故
の共同責任を問われるため！



約１MPa減圧（１７５℃）＝ＳＨＣ冷却は15:30前に可能！

２系統 このままの状態を維
持すれば、「早期冷
温停止」が実現可能。

ＪＮＥＳ解析 【２】ケース２Ａ（継続作動推測を加筆）

３．１１当日は好条件

敦賀１

「敦賀１ 作動実績」（２０１１．１１．１８） 自動作動時



ＪＮＥＳ解析 初期３時間（横半分縮小＋右コピー）

炉心露出開始時刻２２：１２頃
＝約４時間５０分先延ばし！

20:00  20:30 21:00 21:30 22:00 22:30  23:00

スクラムから約247分後の18:54頃、
炉圧7.64MPa（炉水温 291.76℃）に
再上昇し、ＳＲＶ２個作動開始

ＳＲＶ作動により22:12頃（スクラ
ム445分後＝7時間25分後）
ＴAＦ到達＝炉心露出開始

１７：２０頃に炉心
露出開始（推定）

津波後の炉心露出開始を約６時間３０分先延ばし！



④ 定量的解析のまとめ

• 地震直後、 ‘前年の保安規定変更通り’に自動起動したＩＣを、運転
員が‘保安規定第77条3項を遵守して’継続作動（減圧除熱）させてい
れば＝手動停止（冷却中断）させていなければ、津波が襲来し全電
源が喪失しても（＝その時点でＩＣやＨＰＣＩが使用不能となっても）、津
波前の減圧除熱による“貯金”と、その後‘設計通り’に作動するＳＲＶ
（安全弁機能）の減圧除熱により、「炉心露出・損傷開始」までに５～
６時間もの“時間的余裕”が確保できたものと推察される。

• ＜付言すれば、運転員・現地対策本部が、‘前年の保安規定変更’に
より作動し易くなったＩＣについて再学習し、ＩＣ不作動＝‘「ブタの鼻」
からの蒸気噴出無し’を正しく認識し、実際の津波襲来後、直ちに「冷
やす」ための代替冷却・注水に向けた事故対応（ＤＤＦＰや直流バッテ
リー等の準備）を始めていれば、上記の“時間的余裕”に鑑み、早期
の「炉心露出・損傷＝事故の悪化・拡大」を防げた可能性も高い。＞

• （東電が、津波後に“時間的余裕”があったとしても‘事故防止できなかった（結果回
避不可能）’と“反論”するならば、東電には‘最初から原発を運転する資格・技術力
がなかった’ということ。それは、柏崎刈羽原発の再稼働についても言えること！）

＜＊内藤正則氏のプログラム「サンプソン」（『福島第一原発１号機冷却「失敗の本
質」』（2017講談社現代新書）等に記載あり）で解析すれば、正確な結果が得られるは
ず‥（とＮスペ『メルトダウン』取材班に連絡しましたが、残念ながら未だ返答なし）。＞



「止める」
は成功

「冷やす」
は不能

「冷やす」が可能に
⇒継続すれば十分

電源確保 電源喪失

運転員が
手動停止！

弁明理由

津波襲来前に「冷やす」を故意に中断！

このままで
「冷温停止」
可能

「保安規定」７７条３項
に反する過失行為

真の責任は東電と国！
津波襲来後の早期炉心露出・

損傷⇒水素爆発は必然！
東電は津波に
全責任転嫁！



◆東電「新潟県技術委員会・資料Ｎｏ．３－参考３」（２０１８．１０．３１）

新潟県での東電の虚偽説明
＝徹底した「地震手順書」隠し

これを無視

①からＥＯＰ
へ移行

ＥＯＰから
ＡＯＰへ

ＡＯＰ途中
で津波



１号機地震手順書の“ケアレスミス＝コピペのまま”！

２号機と同じ記載

２号機と同じ記載



東電は１号機の「地震手順書」を前年に“作成”。ところが、その後に「第26回定検（７か月
弱）」という機会があったのに「保安教育」を全くせず（先送り）、2010.10.15から営業運転を
再開したところ、５ヶ月後に3.11地震が発生。運転員らは同手順書に即した「冷やす」優先

の対応が（当然）できず。それらの事実を“隠すため”、東電は同手順書について一切言及
せず！それが奏功してか、政府事故調や保安院・規制委等も同手順書に一切触れず。

東電は地震手順書を“完全無視”＝教育訓練なし！

◆「原子力施設運転管理年報」

保安規定７７条３項の「保安教育」可能

7.1保安規定、7.7手順書でのＩＣ設定変更

２．１１地震手順書作成



―事故から１年、でも真相は未だ闇の中―  ＜２０１２．２．２６、３．４追記＞

福島原発事故の操作・対応の問題点（中間整理）
＜０．はじめに 事故から１年、でも未だに… ＞

＜１．津波前の１号機・非常用復水器（ＩＣ）操作の問題点＞
① 津波前のＩＣ停止操作は妥当？
② 『保安規定』の適用除外規定の見落とし
③ 手順書の順番飛ばし
④ 初めてのＩＣ起動に動揺・混乱？
⑤ ＜追記＞ＩＣベント配管接続の“無断”変更
＜２．圧力容器の老朽化（照射脆化）の影響？＞
＜３．津波・全電源喪失後の１５条通報遅れ・判断基準の曖昧さ＞
① １０条通報は妥当・適正
② “１時間遅れ”の１５条報告
③ １５条報告「基準」の誤解・曖昧さ
④ 判断ミス・連絡ミスによる１５条報告遅れ（３号機）
＜４．津波・全電源喪失後の東電の対応・ＩＣ操作の問題点＞
① 緊急時対応の優先順位
② ＩＣに対する“不慣れ・認識不足”
③ 不自然な運転員の弁明
④ 本部・原発幹部も認識していなかったＩＣ隔離弁の自動閉止
＜５．『設置許可』違反？の手順書の６時間規定＞
① 「中間報告」が見逃した『設置許可』違反
② “設計と運用の乖離”は問題なし？
＜６．原発幹部は「６時間規定」も認識なし？＞
＜７．“形だけ”だったシビアアクシデント対策＞
＜８．ベント配管の手抜き設置で水素爆発・自爆＞
＜９．原発再稼動の最低限の前提＞
＜１０．原発再稼動への懲りない動き＞

「みやぎ脱原発・風の会」パンフ
＊風の会ＨＰに（たぶん）あり。

http://miyagi-kazenokai.com/

事故後に上澤さんから送ってい
ただいた資料からすぐに発見！

事故後1年の考察。大き
な修正点はないはず！



☆福島第一原発事故の真相究明のための一論考☆

事故初期の運転操作・事故対応の検証
２０１８．３．１１発行 「みやぎ脱原発・風の会」パンフ カンパ：５００円【 目 次 】

第１ はじめに
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